
事 務 連 絡  

平成 30 年 7 月 18 日 

 

各都道府県建設業協会 御中 

 

一般社団法人 全国建設業協会 

労働部 

 

 

登録基幹技能者講習修了証の取扱いについて 

 

 

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、本年４月１日より、許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土

交通大臣が認める登録基幹技能者講習を修了した者については、主任技術者の

要件を満たすものとして認められることとなりました。これに伴い、国土交通

省では、「登録基幹技能者講習事務の取扱いについて（通知）」（平成 30 年 3 月

15 日付け）により、主任技術者の要件を満たしていることを講習修了証で証明

できるようにするため、速やかに講習修了証の再交付に努めるよう、登録講習

実施機関へ要請しているとのことです。 

つきましては、貴協会におきましても、登録基幹技能者の資格を有している

各会員の技能者に対し、速やかな講習修了証の再交付を勧めて下さいますよう

お願い申し上げます。 

なお、上記通知施行前に交付された講習修了証で、主任技術者の要件を満た

していることを確認できる講習については、別紙「登録基幹技能者講習修了証

の取扱いについて」に整理されておりますので、参考にして下さい。 

 

以上 

 （担当：労働部 吉田） 














































